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 ①幕別町に住民登録があること 

  （申込時に幕別町内に住民登録がない世帯でも、転入予定の方は申込みが可能です。） 

 ②満３歳児から小学校就学前子どもであること 

 

認定こども園で教育を利用する場合には、支給認定の申請が必要です。 

認定区分 対象となる児童 

１号認定 満３歳以上の小学校就学前子どものうち、保育の必要性の認定がないもの 

 

１号認定は、「教育標準時間」に認定され、認定こども園を利用できる時間は以下のとおりです。 

 

【受付期間】

【提 出 先】幕別認定こども園、こども課保育係、札内支所のいずれか 

※土日祝日は、こども課、札内支所への提出はできません。受付最終日は土曜日の 

ため、ご注意ください。 

※郵送の場合は、当日消印有効となります。 

  【満３歳の方】令和８年度中に満３歳児になる方で、教育での利用を考えている方は、 

11月2８日（金）までに、お電話にてこども課にご連絡ください。 

 

施設名 電話 教育定員 住所 教育利用可能時間 

幕別認定こども園 0155-54-2552 15 名 寿町 2 番地の 5 ８：30～13：00 

※増築改修工事が完了後、新施設（錦町 98 番地）へ移転します（令和８年 11 月予定） 

【生年月日別クラス区分】 

クラス区分 生年月日 

満３歳児（２歳児） 令和５年 4 月 2 日生～令和６年 4 月 1 日生 

３歳児 令和４年 4 月 2 日生～令和５年 4 月 1 日生 

４歳児 令和３年 4 月 2 日生～令和４年 4 月 1 日生 

５歳児 令和２年 4 月 2 日生～令和３年 4 月 1 日生 

※満３歳児は誕生日の翌月１日以降から入園可能になります。 

※満３歳児は２歳児クラスに入園することになります。 

 

 

 

認定区分 利用可能時間 休園日 

教育標準時間 
1 日最大 4 時間 30 分 

（８：30～13：00） 

土曜日、国民の祝日、日曜日、夏季休業日、 

冬季休業日、春季休業日 
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（１）入園決定  － に保護者に文書により通知します。 

（２）入園説明会 － に幕別認定こども園で実施します。 

 

面接は、令和８年度に新たに入園される場合に実施します。面接日は別途ご案内いたします。 

 

認定こども園に初めて入園される児童については、児童が無理なく園での生活に慣れるために、入園

から最初の１週間程度は通常の教育時間を短縮して午前教育（ならし教育）となりますので、ご了承くだ

さい。 

 

４月２日以降に認定こども園に入園を希望される児童について、入園決定（入園調整）は次のとおりと

いたします。 

① ５月 31 日までに入園を希望する児童 

   →当初入園（４月１日入園）と同じ取扱いとします。 

当初申込み（11 月）の際に申込書を提出してください。 

② ６月１日以降に入園を希望する児童 

   →令和８年４月１日以降に申込書を提出してください。 

遅くとも入園希望日の１か月前までには書類を提出してください。 

※幕別町ホームページにて、入所状況・空き状況がご覧になれます。 

 

保育料については、幼児教育・保育の無償化制度により無償となります。 

給食費の主食（米食）代は、町の主食提供事業により、町で費用負担して提供しております。児童は温

かい主食を食べることができ、子育て世帯の経済的・身体的負担軽減を図っています。 

なお、副食（おかず等）代は、ご負担いただきます。 

 

（１）入園申込後、住所や職場、世帯状況等が変更になった場合、または申込みを取消す場合は、必ずこ

ども課保育係までご連絡ください。 

（２）副食費納入通知書は４月上旬に送付予定です。 

（３）副食費の納期限は毎月末日となります。 

（４）副食費は世帯収入等により減免となることがあります。 

問い合わせ先 こども課保育係  電話：0155-54-6621 
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   対応出来かねる時間帯もありますので、直接、こども園にお問い合わせください。 

 こども園とは、教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持って

いる施設です。保育所に入所するには、保育の必要性の認定（就労など）が必須ですが、こども園の教育

利用はそのような条件がないため、保護者が働いていなくても希望すれば入園することができます。 

教育・保育に関係なく、年齢を基準としてクラスを決定しますので、同じクラスになります。また、 

行事（運動会・発表会・参観日・クリスマス会・卒園式等）にも一緒に参加することになります。 
 

保育利用の場合は、満３歳児では保育料がかかりますが、教育利用の場合の保育料はかかりません。

ただし、副食費はかかります。 
 

教育利用は保育の必要性の認定が必要ありませんが、保育利用とは利用可能時間に大きな違いがあり

ます。教育の利用可能時間は、平日の 8 時 30 分から 13 時までと短くなっています。幼稚園や小学校

と同様に土曜日はお休みとなり、長期休業期間（春・夏・冬休み）もあります。なお、平日の 13 時から

16 時までや土曜日及び長期休業期間も利用することができますが、利用した際には延長保育料がかかり

ます。また、土曜日及び長期休業期間に給食を利用した際には副食費も別途かかります（毎月お支払いい

ただく副食費は、土曜日及び長期休業期間を除く平日利用を想定して計算しています）。 

※土曜日に行事（運動会・発表会等）を開催した場合、その日は通常の教育日となるため、教育利用の方

は翌週月曜日が振替休日となりますが、延長保育での利用も可能です。 
 

  延長保育を利用するための条件等はありませんが、事前にこども園にお申し込み下さい。 

  アレルギーのある子どもに対しては個別に対応していますので、まずは児童調査票に詳細を記入して

下さい。なお 、アレルギーの程度によっては、対応が難しくお弁当を持参していただく場合もあります。 
 

入園日までに幕別町内に転入予定の場合は、町内の方と同じように申し込みできます。幕別町外に居

住したままこども園を利用したい場合は、こども課にご相談下さい。 
 

就労証明書は、事業主等が従業員の就労状況を証明するものです。勤務先のご担当者様に作成を依頼

して下さい。会社の押印は不要ですが、本社で記載するために発行までにお時間がかかる会社様もあり

ますので、お早めにご依頼下さい。自営業者の方は、ご自身で就労証明書をご記入下さい（必要に応じ就

労状況が分かる追加資料を求める場合があります）。 

就労証明書などの保育を必要とする理由を証明する書類は、同時に入所を希望する場合には原本１枚

を上の子に添付していただければ結構です。なお、支給認定申請書（入所申込書）・入所希望調査票・児

童生活調査票については、それぞれ作成していただく必要があります。 
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１ 施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請（認定こども園・保育所申込）書 

施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請（認定こども園・保育所申込）書は、記入例を参考

に記入の上、必ず提出してください。 

 

2 児童生活調査票（満３歳児以上用） 

児童生活調査票は、児童を教育する上での参考にしますので、家庭状況・児童の状況等を詳しく記入し、

必ず提出してください。 

 

３ 個人番号（マイナンバー）届出書（保育施設入所用） 

  今までに個人番号（マイナンバー）届出書を提出したことがない児童のみ、用紙に記載している確認

書類の写しと共に提出してください。 

 

 

教育標準時間の時間外に、預かり保育を実施した場合において、その延長保育に係る費用の一部を負担

していただきます。なお、延長保育の利用には、事前申し込みが必要となります。 

  

【対象時間】 

  ・月曜日から金曜日の 13 時 00 分から 16 時 00 分までの３時間 

  ・土曜日の 8 時 30 分から 16 時 00 分までの７時間 30 分 

  ・長期休業期間の 8 時 30 分から 16 時 00 分までの７時間 30 分 

   

【延長保育料】 

  上記時間内について、１時間あたり 200 円となります。延長保育料は月単位で集計し、翌月請求とな

ります。 

 

【教育・保育時間のイメージ】 

  月曜日～金曜日  

 

 

 

     ※副食費は毎月お支払い頂きます。 

 

 土曜日・長期休業期間  

 

 

 

    ※給食の提供を受けた場合は、別途副食費を翌月にお支払い頂きます。 

 



5 
 

 

  

【施設等利用給付認定（新２号認定）とは】 

平成元年 10 月からの幼児教育・保育の無償化制度により新設された認定区分です。 

認定こども園の教育利用をしながら、預かり保育の利用が無償（月額 11,300 円まで・日額 450 円）

となります。 

教育認定（１号認定）を受けている子どもが、保育の必要性を確認できた場合に認定となることから、 

「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」と「保育を必要とする理由」を証明するための書類

を提出していただく必要があります。 

 

【利用料の無償化のイメージ】 

 ●月の平日が 20 日あり、平日１日 3 時間（13 時～16 時）の延長保育を利用した場合 

  ・１号認定の場合 

    3 時間/日 × 200 円 × 20 日 ＝ 利用料 12,000 円/月 

  ・１号認定＋新２号認定の場合 

    3 時間/日 × 200 円 × 20 日 ＝ 12,000 円/月・・①預かり保育の利用料総額 

              450 円/日 × 20 日 ＝ 19,000 円/月・・②支給限度額（月額 11,300 円まで） 

①と②を比較し、低い金額の 9,000 円が支給額となり、利用料は 3,000 円/月 

 

●月の平日が 20 日あり、平日１日 2 時間（13 時～15 時）の延長保育を利用した場合 

  ・１号認定＋新２号認定の場合 

    2 時間/日 × 200 円 × 20 日 ＝  8,000 円/月・・① 

             450 円/日 × 20 日 ＝  9,000 円/月・・② 

①と②を比較し、低い金額の 8,000 円が支給額となり、利用料は 0 円/月 

 

【認定を受けるための条件】 

次の①～③の要件を満たすこと。 

➀幕別町に住民登録があること 

  ※申込時に幕別町内に住民登録がない世帯でも、幕別町に転入予定であれば申込みが可能です。 

 ②申請年度４月１日時点で３歳以上の子ども 

 ③保護者全員が次のいずれかに該当していること（保育の必要性があること） 

（１） 、日常の家事以外の仕事をしている場合。 

（２） 妊娠中であるか、または出産後間がない場合。（認定期日は出産日を含む月から３か月後の末日まで。） 

（３） 疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有している場合。 

（４） 同居の家族（長期間入院等をしている親族を含む。）を常時介護または看護している場合。 

（５） 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合。 

（６） 求職活動（起業の準備を含む）を継続的に行っている場合。（認定期日は１か月後の月末まで。） 

（７） 学校または職業訓練校に在学している場合。 

（８） 虐待やＤＶのおそれがある場合。 

（９） 保育施設に入所している児童の保護者が育児休業中である場合。 

（10）その他前各号に類する常態にある場合。 
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【認定の申込時の提出書類について】 

 

 

１ 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書（法第 30 条の 4）（様式第１号） 

 

２ 保護者の「保育を必要とする理由」を証明するための書類 

保育を必要とする理由 提出書類 

（１）就労 

※保護者全員が

日常の家事以外の仕事

をしている場合は、それぞ

れの勤務先の証明書が必

要となります。 

○就労証明書 

※就労証明書は必ず勤務先等に提出し、証明を受けてください。

なお、必要に応じて勤務先に就労実態等について確認をさせて

いただく場合があります。 

※「就労証明書」の雇用期間は、 し

ていただきます。事前の就労証明が発行不可の場合は、別紙１

の療養等申告書で「５ 仕事を探しているまたは探す」として

提出してください。 

（２）妊娠・出産 

※認定期日は、出産日を含 

む月から３か月後の末日ま 

で。 

○母子健康手帳の写し（表紙等、保護者氏名の記載があるもの） 

○療養等申告書（別紙１） 

（３）疾病・障がい ○医師の診断書（疾病）、身体障害者手帳の写し（障がい） 

※家庭での保育が困難であるという文言が明記されているもの。 

○療養等申告書（別紙１） 

（４）介護・看護 ○医師の診断書（介護・看護の必要がある方のもの） 

※家庭での保育が困難であるという文言が明記されているもの。 

○療養等申告書（別紙１） 

（５）求職活動 

※認定期日は入所後１か月 

後の月末まで。 

○ハローワークカードの写し 

○療養等申告書（別紙１） 

※遅くとも令和８年４月末日までに就労先での「就労証明書」を提

出してください。提出がない場合（就労先が決定していない場合）

は、認定期間は終了となります。 

（６）就学 ○在学証明書 

○時間割等、週または月の就学時間がわかる書類 
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様式第１号（第４条関係） 

施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請（認定こども園・保育所申込書 

 年 月  日 

（あて先）幕別町長 様 

申請者 

（保護者） 

ふ り が な  
生年 
月日 

 年   月   日生 
氏 名 

署名または記名押印 

住 所 

〒  

幕別町  
電話

番号 

自 宅  

父携帯  

母携帯  

裏面の【同意事項】に同意し、次のとおり施設型給付費・地域型保育給付費に係る支給認定の申請（保

育園等の利用申込み）をします。 

申請に係る 

小学校就学

前子ども 

ふりがな 
氏名 生年月日 

保護者と

の続柄 
障害者手

帳の有無 

 
年   月   日生 

令和８年４月１日時点（  歳） 

 
有・無  

保育の希望

の有無 

有： 保護者の労働等の理由により、保育所等において保育の利用を希望する 

無： 幼稚園、認定こども園（教育部分）の利用を希望する 

①保育の利用を必要とする理由等  ※保育の希望の有無で「有」を○で囲んだ場合は記入してください。 

保育の利用を 

必要とする 

理由 

続柄 必要とする理由 備考 

 ☐就労 □妊娠・出産 □疾病・障がい □介護等 □災害復旧 
□求職活動 □就学 □虐待・ＤＶ □育児休業 □その他 
具体的な状況（勤務先、就労時間・日数等や疾病の状況など）や、その他の内容を記入 

 

 

 ☐就労 □妊娠・出産 □疾病・障がい □介護等 □災害復旧 
□求職活動 □就学 □虐待・ＤＶ □育児休業 □その他 
具体的な状況（勤務先、就労時間・日数等や疾病の状況など）や、その他の内容を記入 

 

②利用を希望する期間、希望する施設（事業者）名 

利用を希望する期間 年   月   日 から     年   月   日まで 

希望する 

利用曜日・時間（※1） 

利用曜日 利用時間 

  曜日から   曜日まで     時   分から   時   分まで 

利用を希望する 

施設（事業者）名 

施設（事業者）名・希望理由（※2） 
第 1 希望 （希望理由） 

第 2 希望 （希望理由） 

第 3 希望 （希望理由） 

（※1）幼稚園等の利用を希望する場合は記入不要です。 
（※2）小規模保育等を利用しており、連携施設への入所希望の場合は、その旨も記入してください。 

 

記入例 

記入する必要はありません 

記入する必要はありません 

※裏面もご確認ください 

※幕別町に転入予定の方は、転入前の住所と転入後の住所の両方を記入してください。

また、併せて転入予定日も記入してください。 
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③世帯の状況 

同居・別居問わず、生計が同一である方はすべて記入してください。（利用児童を除く） 

区
分 

ふりがな 

氏名 生年月日 児童と
の続柄 

同居の
有無 会社名、学校名等 

市町村民税 
課税有無 
（※3） 

児
童
の
世
帯
員 

 

 年  月  日生 
 

同・別  有・無  

 

 年  月  日生 
 

同・別  
有・無  

 

 年  月  日生 
 

同・別  有・無  

 

 年  月  日生 
 

同・別  有・無  

 

 年  月  日生 
 

同・別  有・無  

 

 年  月  日生 
 

同・別  有・無  

ひとり親世帯等の有無 非該当 ・ 該当（□ひとり親世帯等 □在宅障がい児（者）のいる世帯） 

生活保護の適用の有無 非該当 ・ 該当（    年  月  日保護開始） 
（※3）前年度分又は当該年度分の市町村民税が課税されている場合、「有」に○を付けてください。 
 
【申請にあたっての同意事項】 

 
 ①町が施設型給付費・地域型保育給付費の支給認定に必要な市町村民税の情報（同一世帯者を含む） 

及び世帯情報を閲覧し、又は取得すること 
②①の情報に基づき決定した利用者負担額及び教育・保育給付認定の内容（個人番号を除く）について、

利用する施設に提供すること 
③町が、給付認定の審査のため、必要に応じ、勤務先に就労状況を確認する等の調査を行うこと 
④申請内容が事実と相違した場合には、給付認定を取り消すことがあること 

 

【保護者の方のご記入はここまで】 

＊施設記入欄（幼稚園等を経由して町に提出する場合） 

受付年月日 年   月   日 

施設（事業者名）  

担当者氏名 

連絡先 

（担当者） 

（連絡先） 

入園契約（内定）の有無 有 （     年   月   日 契約 ・ 内定） ・ 無 

備考  

 

＊市町村記載欄 

入
所
申
込
み
の
承
諾 

保育の実施の要否 保育の提供期間 保育の必要性基準の番号 

要・否 

（理由） 

 

 

  年  月  日承諾 

自    年  月  日 

至    年  月  日 
両親等：（   ）、（   ） 

入所保育所  

備   考  

（裏面） 

令和８年４月１日現在の状況をご記入ください。 

単身赴任等により、同じ住所に住んでいない家族がい

る場合には、必ずその方の分もご記入ください。 
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様式第１号 
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書（法第 30 条の 4） 

 

  年 月 日 

（あて先）幕別町長 

 

 

「③申請にあたっての同意事項」に同意し、次のとおり、施設等利用給付費に係る支給認定を申請します。 

 

     

男・女   
生年月日     年   月   日（  歳） 

個人番号 

認定期間 令和  年  月  日 から 令和  年  月  日まで 

    

利用開始（予定）日 

☑ 2 号認定 

保育の必要な3歳以上 
※幼稚園などの預かり保

育利用を含む 

 

□ 3 号認定 

保育の必要な3歳未満 

 

利用（予定）事業 

□一時保育 ☑幼稚園などの預かり保育 

□認可外保育所 □ファミリーサポート 

□その他（            ） 

利用（予定）施設 

利用開始（予定）日 

施設名 利用開始 

年  月  日 

 年  月  日 

 年  月  日 

 年  月  日 

 

①保育の必要な理由 ※２号認定・３号認定を選んだ場合は記入してください。 

保育の必要 

な理由 

続柄 必要な理由 備考 

☑就労 □妊娠・出産 □疾病・障がい □介護等 □災害復旧 
□求職活動 □就学 □虐待・ＤＶ □育児休業 □その他 
具体的な状況（勤務先、就労時間・日数等や疾病の状況など）や、その他の内容を記入 

 

 

☑就労 □妊娠・出産 □疾病・障がい □介護等 □災害復旧 
□求職活動 □就学 □虐待・ＤＶ □育児休業 □その他 
具体的な状況（勤務先、就労時間・日数等や疾病の状況など）や、その他の内容を記入 

 

 

 

 

 

保護者 

住  所 
〒 089-○○○○ 

幕別町 ○○町○○番地 

氏  名 
ふりがな  

電話 

番号 

自 宅  

父携帯  

母携帯  生年月日        年   月   日 

記入例 

保育の利用を必要とする具体的な状況（父、母の
勤務状況等）をご記入ください。 

記入する必要はありません 

※裏面もご確認ください 

※３歳児以上で、新２号認定を受けたい方のみご提出ください。 

令和８  ４   １ 



10 
 

 

②世帯の状況（申請に係る子どもを除く。） 

氏  名 
生年月日 児童と

の続柄 

職業又は学校名

等 個人番号（父母のみ） 

ふりがな 

 

     年   月   日  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

ふりがな 

 

     年   月   日  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

ふりがな 

 
     年   月   日  

 

ふりがな 

 
     年   月   日  

 

ふりがな 

 
     年   月   日 

  

 

③申請に当っての同意事項 

１ 町が施設等利用給付又は実費徴収に係る補足給付の認定に必要な市町村民税の課税情報（同一世帯者を

含む）及び世帯情報を閲覧すること。 

２ 施設等利用給付費は、保護者に代わり利用施設（事業者）が受領する場合があること。 

３ 申請書に記載した内容（個人番号を除く）について、利用施設に提供する場合があること。 

４ 申請の集中により審査等に時間を要するため、決定の通知が延期される場合があること。 

 

特記事項等（町記入欄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月１日現在の状況をご記入ください。 

単身赴任等により、同じ住所に住んでいない家族がい

る場合には、必ずその方の分もご記入ください。 


